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建設リサイクル法の施行準備状況について

建設リサイクル法については、公布の日（平成１２年５月３１日）から、基本方針
等については６ヶ月以内、解体工事業者の登録等については１年以内、分別解体等及
び再資源化等の義務については２年以内の施行が規定されており、基本方針等の部分
については平成１２年１１月３０日から施行されているところである。

また、建設工事に係る資材等の再資源化等に関する法律施行令（平成１２年政令第
４９５号）により、分別解体等及び再資源化等の義務の対象となる特定建設資材とし
て

一 コンクリート
二 コンクリート及び鉄からなる建設資材
三 木材
四 アスファルト・コンクリート

が指定されたところである。

さらに、法第３条第１項の規定に基づく基本方針の制定、公表が行われたところであ
る（平成１３年１月１７日官報掲載：概要別紙 。）

今後、解体工事業者の登録等に関する規定について平成１３年５月からの施行を予定
しており、現在、国土交通省では「解体工事業に係る登録等に関する省令」の試案の
パブリックコメントを実施する等順次施行準備を進めているところである。



建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
　基本方針の概要

①分別解体等及び再資源化等の促進等
• 建設資材の開発、製造から建築物等の設計、建設資材の選択、建設工事の施工、廃棄等に至る各段階において循環型社会経済システムを構築
• 優先順位として第一に発生の抑制、第二に建設資材の再使用、第三にマテリアル・リサイクル、第四にサーマル・リサイクル、最後に最終処分優先順位として第一に発生の抑制、第二に建設資材の再使用、第三にマテリアル・リサイクル、第四にサーマル・リサイクル、最後に最終処分優先順位として第一に発生の抑制、第二に建設資材の再使用、第三にマテリアル・リサイクル、第四にサーマル・リサイクル、最後に最終処分優先順位として第一に発生の抑制、第二に建設資材の再使用、第三にマテリアル・リサイクル、第四にサーマル・リサイクル、最後に最終処分
• 関係者による適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ参加関係者による適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ参加関係者による適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ参加関係者による適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ参加
• 分別解体等の技術力の確保、解体工事を行う者に関する情報提供、適正な施工の監視・監督
• 対象建設工事のみならず対象建設工事以外の工事に係る再資源化等の促進
• 都道府県の実情に応じた対応

②排出抑制のための方策
• 計画・設計段階の取組の実施
• 建築物等の長期的使用、再使用
• 耐久性の向上、長寿命設計
• 端材の発生が抑制される施工方

法の採用、建設資材の選択
• 技術開発、維持修繕体制　等

③目標の設定等再資源化等の促進のための方策
• 平成２２年度再資源化等目標平成２２年度再資源化等目標平成２２年度再資源化等目標平成２２年度再資源化等目標
   コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト塊コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト塊コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト塊コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト塊
                                                                                ＝＝＝＝  ９５９５９５９５%
• 国の直轄事業では平成１７年度までに最終処分量ゼロ国の直轄事業では平成１７年度までに最終処分量ゼロ国の直轄事業では平成１７年度までに最終処分量ゼロ国の直轄事業では平成１７年度までに最終処分量ゼロ
• 必要な再資源化施設の確保
• コスト削減等に資する技術開発
• 再資源化により得られた物の利用の促進
• コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト塊の再

資源化の具体的方策
• プラスチック、石膏ボードなど特定建設資材以外の建プラスチック、石膏ボードなど特定建設資材以外の建プラスチック、石膏ボードなど特定建設資材以外の建プラスチック、石膏ボードなど特定建設資材以外の建

設資材に係る分別解体等及び再資源化等の促進、特定設資材に係る分別解体等及び再資源化等の促進、特定設資材に係る分別解体等及び再資源化等の促進、特定設資材に係る分別解体等及び再資源化等の促進、特定
建設資材としての指定の検討建設資材としての指定の検討建設資材としての指定の検討建設資材としての指定の検討

④再資源化により得られた物の利用の促進の
ための方策

• リサイクル材の需要の創出及び拡大
• 品質の確保、安全性・自然環境保全への配慮
• 関係者によるリサイクル材の利用・選択、開

発・製造、品質確保、品質基準・規格化
• 国による率先利用
• 国の直轄事業における具体的利用方法

⑤意義に関する知識の普及
•環境教育、環境学習、広報活動等

•講習の実施、資料の提供等

⑥その他重要事項
• 費用の適正な負担
• 各種情報の提供
• フロン類、非飛散性アスベスト、フロン類、非飛散性アスベスト、フロン類、非飛散性アスベスト、フロン類、非飛散性アスベスト、CCA処理木材等処理木材等処理木材等処理木材等

の取扱いに当たっての有害物質等の発生の抑制の取扱いに当たっての有害物質等の発生の抑制の取扱いに当たっての有害物質等の発生の抑制の取扱いに当たっての有害物質等の発生の抑制
• ライフ・サイクル・アセスメント
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